
 

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    第２回第２回第２回第２回    奈良県たばこ対策推進委員会奈良県たばこ対策推進委員会奈良県たばこ対策推進委員会奈良県たばこ対策推進委員会 

 

 

 

                            日時：平成 26 年１月 30 日（木）          

                          午後 2時 30 分～4時 30 分 

 

                            場所：奈良県文化会館 １階 第１会議室 

 

 

 

次次次次                    第第第第 

 

 

１ 開 会 
 
 
２ 議 題 
 
 
（１）平成 25 年度たばこ対策推進事業の成果報告について 

 

（２）なら健康長寿基本計画のたばこ対策の目標値未設定指標について 

 

（３）平成 26 年度たばこ対策推進事業の方向性について 

        

（４）その他 

 
 
 
３ 閉 会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

奈良県たばこ対策推進委員会 委員名簿 

 

 

 

                                      委員委嘱任期：平成２６年６月３０日まで 

 

 

所 属 団 体 名 

 

委 員 氏 名 

 

学識経験者（奈良女子大学） 

 

専門家 

 

高橋 裕子 

 

奈良県医師会 

 

医療関係 

 

槇野 久春 

 

奈良県歯科医師会 

 

医療関係 

 

冨森 裕美子 

 

奈良県薬剤師会 

 

医療関係 

 

荒川 直樹 

 

王寺町Ｇｅｔ元気２１ 

煙バイバイ活動 

 

たばこ対策 

ボランティア 

 

  山口 巖 

 

 

［事務局］ 

 各保健所母子健康推進係 

 

 

 

 

 

 健康づくり推進課 

 

 

 

郡山保健所 

桜井保健所 

葛城保健所 

吉野保健所 

 

 

 

 

 

 

増田 佳美 

堀内 香余 

福井 恵美子 

大門 寛美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○奈良県たばこ対策推進委員会規則 平成二十四年十二月二十八日 奈良県規則第四十三号 奈良県たばこ対策推進委員会規則をここに公布する。 奈良県たばこ対策推進委員会規則 
(趣旨) 第一条 この規則は、奈良県附属機関に関する条例(昭和二十八年三月奈良県条例第四号)第二条の規定に基づき、奈良県たばこ対策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
(所掌事務) 第二条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 一 未成年者の喫煙の防止を推進するための方策に関すること。 二 公共の場所、職場等における禁煙を推進するための方策に関すること。 三 喫煙者の禁煙を支援するための方策に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、たばこ対策の推進に関し必要な事項 
(組織) 第三条 委員会は、委員十五人以内で組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 一 たばこ対策に関し十分な知識と経験を有する者 二 前号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者 
(任期) 第四条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
(委員長) 第五条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。 
(会議) 第六条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 



4 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。 
(委員以外の者の出席) 第七条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 
(庶務) 第八条 委員会の庶務は、健康福祉部健康づくり推進課において処理する。 
(その他) 第九条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 附 則 
(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 
(任期の特例) 

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第四条の規定にかかわらず、平成二十六年六月三十日までとする。 
 


